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(54)【発明の名称】 末梢血管系を監視することによる、特別な睡眠状態条件の非侵入的検出方法および装置

(57)【要約】
個人の特別な睡眠状態条件の発生について個人を監視す
る方法及び装置において、個人の体の末梢位置における
外部表面に外部プローブ（２）を取り付け、末梢体位置
において個人の末梢血管床容積を監視し、外部プローブ
（２）の出力にしたがって個人の睡眠状態条件を決定す
る。本発明にしたがって検出された様々な睡眠状態条件
の例には、睡眠状態中の覚醒、周期的脚運動症候群、無
呼吸、呼吸低下、ＵＡＲＳ事象、シェーン・ストークス
呼吸パターン、および急速眼球運動（ＲＥＭ）段階睡眠
が含まれる。



(2) 特表２００３－５３２４５６

【特許請求の範囲】

    【請求項１】  個人の特別な睡眠状態条件の発生について個人を監視する方

法であって、

  個人の体の末梢位置における外部表面に外部プローブを取り付け、前記末梢体

位置において個人の末梢血管床容積（ｂｅｄ  ｖｏｌｕｍｅ）を監視すること；

  個人が睡眠状態にある間に、前記プローブを用いて、前記末梢体位置における

個人の末梢血管床容積の変化を監視し、これに対応する出力を生じること；およ

び

  前記外部プローブの出力にしたがって個人の睡眠状態条件を決定すること、

を含む方法。

    【請求項２】  前記特別な睡眠状態条件は、プローブ出力の予め決定されて

いる減衰が検出された時に発生するものとして決定される、請求項１に記載の方

法。

    【請求項３】  個人が睡眠状態にある間、個人の脈拍数および／または脈拍

振幅の変化も監視され、このような変化は、個人の睡眠状態条件を決定する時に

、前記検出された減衰と共に用いられる、請求項２に記載の方法。

    【請求項４】  予め決定されている圧力場（ｐｒｅｓｓｕｒｅ  ｆｉｅｌｄ

）が、前記末梢体位置の極端な遠位末端部に加えられ、前記末梢体位置の内部お

よびその遠位における静脈鬱血の発生を防ぎ、これによって前記末梢体位置にお

ける末梢動脈床容積の変化に対応するプローブから出力信号を生じさせる、請求

項１に記載の方法。

    【請求項５】  前記外部プローブが、前記末梢体位置における末梢動脈の緊

張の変化を測定する、請求項４に記載の方法。

    【請求項６】  個人の前記末梢体位置が、個人の指、つま先、または耳たぶ

である、請求項１に記載の方法。

    【請求項７】  前記外部プローブが、容積測定装置である、請求項１に記載

の方法。

    【請求項８】  前記外部プローブが、光学測定装置である、請求項１に記載

の方法。



(3) 特表２００３－５３２４５６

    【請求項９】  前記特別な条件が、睡眠状態中の覚醒であり、少なくともプ

ローブ出力における予め決定されている減衰によって示される、請求項１に記載

の方法。

    【請求項１０】  プローブ出力における減衰間の時間間隔も、個人の睡眠状

態条件を決定するために用いられる、請求項９に記載の方法。

    【請求項１１】  前記特別な条件が、無呼吸事象であり、少なくともプロー

ブ出力における予め決定されている減衰によって示される、請求項１に記載の方

法。

    【請求項１２】  前記特別な条件が、呼吸低下事象であり、少なくともプロ

ーブ出力における予め決定されている減衰によって示される、請求項１に記載の

方法。

    【請求項１３】  前記特別な条件が、ＵＡＲＳ（上気道抵抗症候群）事象で

あり、少なくともプローブ出力における予め決定されている減衰によって示され

る、請求項１に記載の方法。

    【請求項１４】  前記特別な条件が、シェーン・ストークス呼吸パターンで

あり、少なくともプローブ出力における予め決定されている減衰によって示され

る、請求項１に記載の方法。

    【請求項１５】  前記特別な条件が、ＲＥＭ（急速眼球運動）であり、少な

くともプローブ出力における予め決定されている減衰によって示される、請求項

１に記載の方法。

    【請求項１６】  プローブ出力における減衰間の時間間隔が、周期的脚運動

症候群（ＰＬＭＳ）に関連した覚醒と、睡眠中の障害呼吸事象に関連した覚醒と

を区別するために用いられる、請求項１に記載の方法。

    【請求項１７】  個人の血液酸素飽和レベルも監視され、個人の睡眠状態条

件を決定するために前記外部プローブの出力と共に用いられる出力を生じる、請

求項１に記載の方法。

    【請求項１８】  個人の口－鼻空気流も監視され、個人の睡眠状態条件を決

定するために前記外部プローブの出力と共に用いられる出力を生じる、請求項１

に記載の方法。



(4) 特表２００３－５３２４５６

    【請求項１９】  個人のＥＣＧ脈拍も監視され、個人の睡眠状態条件および

特に脈拍過渡時間（ＰＴＴ）を決定するために前記外部プローブの出力と共に用

いられる出力を生じる、請求項１に記載の方法。

    【請求項２０】  個人の脈拍数および／または脈拍振幅の変化も監視され、

個人の睡眠状態条件を決定するために用いられる、請求項１に記載の方法。

    【請求項２１】  個人の睡眠状態中の特別な条件の発生の検出のために個人

を監視する装置であって、

  末梢体位置において個人の末梢血管床容積を監視するための、個人の体の末梢

位置において外部表面に取り付けられる外部プローブと、

  前記プローブの出力における予め決定されている変化が検出された時、前記予

め決定されている睡眠状態条件を示す信号を生じるための信号装置と、

を備えている装置。

    【請求項２２】  前記信号装置が、プローブ出力の予め決定されている減衰

が検出された時、前記睡眠状態条件を示す信号を生じる、請求項２１に記載の装

置。

    【請求項２３】  前記信号装置が、減衰間の予め決定されている時間間隔も

同様に検出される時に前記睡眠状態条件を示す信号を生じる、請求項２２に記載

の装置。

    【請求項２４】  前記信号装置が、脈拍数および／または脈拍振幅における

予め決定されている変化も同様に検出された時、前記睡眠状態条件を示す信号を

生じる、請求項２２に記載の装置。

    【請求項２５】  前記外部プローブはさらに、静脈鬱血を低下させ、これに

よって前記末梢体位置における末梢動脈床容積の変化に対応するプローブからの

出力信号を生じるために、予め決定されている圧力場を末梢体位置に加えるため

の加圧器も含み、同様にこのプローブは、測定の遠位における並びに測定部位内

の静脈鬱血の発生を防ぐために、圧力場が、テストされている体の部分の極端な

遠位末端部まで及ぶように設計されている、請求項２１に記載の装置。

    【請求項２６】  前記外部プローブが、前記末梢体位置において末梢動脈の

緊張の変化を測定する、請求項２１に記載の装置。



(5) 特表２００３－５３２４５６

    【請求項２７】  個人の前記末梢体位置が、個人の指、つま先、および耳た

ぶである、請求項２１に記載の装置。

    【請求項２８】  前記外部プローブが、容積測定装置または容積に関連した

指標を生じうる装置である、請求項２１に記載の装置。

    【請求項２９】  前記外部プローブが、光学測定装置である、請求項２１に

記載の装置。

    【請求項３０】  この装置がさらに、個人の睡眠状態条件を決定するために

前記外部プローブ出力と共に前記信号装置によって用いられる出力を生じるため

に、個人の血液酸素飽和レベルを監視するための脈拍酸素濃度計も含んでいる、

請求項２１に記載の装置。

    【請求項３１】  この装置がさらに、個人の睡眠状態条件を決定するために

前記外部プローブ出力と共に前記信号装置によって用いられる出力を生じるため

に、個人の口－鼻空気流を監視するための口－鼻空気流センサーも含んでいる、

請求項２１に記載の装置。

    【請求項３２】  前記装置がさらに、個人の睡眠／覚醒状態を検出するため

の睡眠／覚醒検出器も含んでいる、請求項２１に記載の装置。



(6) 特表２００３－５３２４５６

【発明の詳細な説明】

      【０００１】

関連出願

  この出願は、２０００年３月２日に出願された米国仮出願第６０／１８６，３

５８号、および２０００年１０月１６日に出願された米国仮出願第６０／２４０

，０７９号に関連しており、これらの優先日を主張する。これらの記載はどちら

も参照してここに組込まれる。

      【０００２】

発明の属する技術分野および発明の背景

  本発明は、個人の末梢血管系を監視することによる、個人における特定の医学

的条件、特に特定の睡眠状態条件の非侵入的検出方法および装置に関する。

      【０００３】

  １９９８年２月５日に公告された、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＩＬ９７／００２４

９号（国際公告番号第ＷＯ  ９８／０４１８２号）；１９９９年１２月１６日に

公告されたＰＣＴ／ＩＬ９９／００２９２号（第ＷＯ  ９９／６３８８４号）；

２０００年１２月１４日に公告されたＰＣＴ／ＩＬ００／００３０７号（国際公

告番号第ＷＯ  ００／７４５５１号）；２００１年１月１８日に公告されたＰＣ

Ｔ／ＩＬ００／００４０３号（第ＷＯ  ０１／０３５６９号）は、ここに完全に

開示されているかのように、これらすべてが参照してここに組込まれるが、これ

らは、血圧測定および様々な医学的条件の検出のための非侵入的装置について記

載している。これらの医学的条件には、心筋虚血、あるいくつかの睡眠状態条件

、内皮機能不全（ＥＤ）、およびストレス誘発心筋虚血が含まれる。これらの出

願に記載されている好ましい実施態様において、記載されている非侵入的装置は

、個人の末梢動脈床容積の変化を測定するための容積測定センサーおよび光学セ

ンサーを使用していた。これらの変化は、末梢動脈の緊張の変化に転換された。

      【０００４】

  本発明は、あるいくつかの睡眠状態条件、特に個人における睡眠障害呼吸の検

出を目的とする。

      【０００５】
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  広い範囲の睡眠障害呼吸は、いくつかの認知された異常な条件を包含する。こ

れらの条件には、睡眠中に繰返し起こる完全な呼吸停止を結果として生じる閉塞

性および中枢睡眠無呼吸症候群；一部上気道閉塞および低下した換気を結果とし

て生じる閉塞性呼吸低下；およびたとえ空気流が正常であるように見えても、微

妙な呼吸変化を結果として生じる上気道抵抗症候群（ＵＡＲＳ）が含まれる。前

記条件はすべて、睡眠の質および日中の機能低下を結果として生じる頻繁な覚醒

および睡眠の断片化を生じる。

      【０００６】

  研究所ベースの睡眠ポリグラフ評価に用いられる一連の包括的測定を用いた場

合でも、ＵＡＲＳの診断は、微妙な呼吸変化を可視的に評点することが難しいの

で、極端に問題が多い［Ｇｕｉｌｌｅｍｉｎａｕｌｔ  Ｃ、Ｓｔｏｏｈｓ  Ｒ、

Ｃｌａｒｋ  Ａ、Ｃｅｔｅｌ  Ｍ、およびＭａｉｓｔｒｏｓ  Ｐ、「日中の過度

の眠気の原因。上気道抵抗症候群（Ａ  Ｃａｕｓｅ  ｏｆ  Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ

  Ｄａｙｔｉｍｅ  Ｓｌｅｅｐｉｎｅｓｓ．Ｔｈｅ  Ｕｐｐｅｒ  Ａｉｒｗａｙ

  Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ  Ｓｙｎｄｒｏｍｅ）」、Ｃｈｅｓｔ  １０４：７８１

－７８７（１９９３）］。この症候群の適切な診断には、患者の胸郭内圧力を測

定するための食道バルーンの挿入が必要である。この技術は、大きい不都合を生

じ、十分には許容されない。

      【０００７】

  ＵＡＲＳの診断を補助するための可能性のある測定可能なパラメーターは、睡

眠中の頻繁な皮質または自律神経覚醒の発生であろう。これは、覚醒を意味する

アルファ脳波（ＥＥＧ）活動のバーストによって、または交感神経の活性化の増

加によって注意することができる。しかしながら多くの場合、ＥＥＧにおける皮

質覚醒の証拠がなく、交感神経活動の増加だけがある。

      【０００８】

  睡眠状態条件を監視するため、および特に覚醒を注意するための、睡眠研究所

外で用いることができる単純かつ確固とした方法および装置は、認知不能な疾患

状態であろうものの同定における非常に重要な診断ツールであろう。

      【０００９】



(8) 特表２００３－５３２４５６

本発明の簡単な概要

  本発明の１つの側面によれば、個人の睡眠状態中の特別な条件の発生について

個人を監視する方法であって、個人の体の末梢位置における外部表面に外部プロ

ーブを取り付け、前記末梢体位置において個人の末梢血管床容積を監視すること

；個人が睡眠状態にある間に、このプローブを用いて、この末梢体位置における

個人の末梢血管床容積の変化を監視し、これに対応する出力を生じること；およ

びこの外部プローブの出力にしたがって個人の睡眠状態条件を決定すること、を

含む方法が提供される。

      【００１０】

  好ましくは用いられる外部プローブは、個人の末梢血管床容積を監視するため

、およびこれらの測定値を、末梢動脈の緊張の変化に転換するための、前記ＰＣ

Ｔ出願に記載されているいくつかの非侵入性指プローブのうちの１つである。特

に記載されているものは、個人の指（またはつま先）に取り付けられる容積測定

プローブおよび光測定プローブであった。このようなプローブは、特に下記の点

に関して、末梢動脈床容積の変化について個人の血管系を監視することにおいて

、多くの利点を与えることが発見された。

  １）指の表面に近拡張期圧を加え、これが指の内部の動脈に伝達されることに

よって、これらは、動脈内部で経壁（ｔｒａｎｓｍｕｒａｌ）圧力を低下させ、

これによって動脈壁から緊張を除き、これらのコンプライアンスを増加して、こ

れらをより自由に動くようにする。

  ２）このような圧力を与えることによって、これらは指の測定されている部分

における静脈血の鬱血を防ぐことができ、これによって静脈膨張およびこの静脈

膨張の結果としての可能性のある反射的動脈収縮の発生を避ける。

  ３）測定部位に近位の隣接緩衝部位を備えさせることによって、これらは、逆

向性静脈圧摂動（ｐｅｒｔｕｒｂａｔｉｏｎ）の効果を減少させることができ、

プローブの測定部分における圧力場の有効境界線を伸ばすことができる。

      【００１１】

  前記特許出願に記載されている指プローブの前記特徴は、下記のような指プロ

ーブにも存在するが、これらは、このプローブの多くの記載されている使用に対
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してその性能を増強することが発見された。このようなプローブは、これらの有

利な特徴によって依然として好ましいものではあるが、下記本発明はまた、下記

の特異的マーカーを検出するための他の末梢血管床容積監視装置を用いることに

よっても実施することができることが分かるであろう。末梢血管床容積の変化を

監視するための他の種類の装置の例には、下記のものが含まれる。すなわち、分

節プレチスモグラフ、円周方向歪ゲージ装置、光学プレチスモグラフ、ドップラ

ーまたはレーザードップラーセンサー、アイソトープウオッシュアウト装置、熱

ウオッシュアウト装置、電磁装置、および血液容積変化に応じて指（またはその

他の末梢体部分、例えばつま先、耳たぶ）のジオメトリーの変化によって影響が

及ぼされるその他のあらゆる装置である。

      【００１２】

  下記のような本発明にしたがって検出された様々な睡眠状態条件の例には、睡

眠状態中の覚醒、無呼吸、呼吸低下、ＵＡＲＳ事象、シェーン・ストークス呼吸

パターン、周期的脚運動症候群（ＰＬＭＳ）、および急速眼球運動（ＲＥＭ）睡

眠状態が含まれる。

      【００１３】

  本発明のもう１つの側面によれば、個人の睡眠状態中の特別な条件の発生の検

出のために個人を監視する装置であって、末梢体位置において個人の末梢血管床

容積を監視するための、個人の体の末梢位置において外部表面に取り付けられる

外部プローブと、このプローブの出力における予め決定されている変化が検出さ

れた時、予め決定されている睡眠状態条件を示す信号を生じるための信号装置と

を備えている装置が提供される。

      【００１４】

  記載されている好ましい実施態様におけるその他の特徴によれば、この装置は

さらに、個人の睡眠／覚醒状態を検出するための睡眠－覚醒検出器；別個の検出

器としてつけ加えられてもよく、あるいは末梢容積変化を検出するプローブの中

に組込まれていてもよい、個人の血液酸素飽和レベルを監視するための脈拍酸素

濃度計；個人の口／鼻空気流を監視するための口－鼻空気流センサー；および／

または患者のＥＣＧのアスペクトを決定することができるようにするための脳波
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（ＥＣＧ）電極双極子を含んでいてもよい。このような検出器は、個人の睡眠状

態条件を決定するための、外部プローブ出力および／または睡眠ポリグラフに通

常含まれているその他のセンサーを備えた信号装置によって用いられうる出力を

生じることができる。

      【００１５】

  本発明のその他の特徴および利点は、下記説明から明らかになるであろう。

      【００１６】

図面の簡単な説明

  本発明はここで、添付図面を参照して単なる例として記載される。

  図１は下記のような本発明を実施するために用いることができる、前記ＰＣＴ

出願に記載されているような、装置の一形態を例証している。

  図２は図１の装置に用いることができる光学センサーを含む、もう１つの指プ

ローブを例証している。

  図３は個人の睡眠状態中の様々な条件を監視するのに特に有用な、本発明にし

たがって構成された全体的装置の一形態を例証する構成図である。

  図４は既知の睡眠ポリグラフ装置への１つの入力としての、本発明による指プ

ローブの組込みを例証する構成図である。

  図５は睡眠覚醒を示している個人のＥＥＧ波形と比べた、睡眠中の個人の指プ

ローブ出力波形を例証している。

  図６は同様に睡眠覚醒を示している、個人のＥＥＧスペクトルと比べた、睡眠

中の個人の指プローブ出力波形を例証している。

  図７はシェーン・ストークス呼吸を示している、個人の呼吸パターンと比べた

、睡眠中の個人の指プローブ出力波形を例証している。

  図８ａおよび８ｂは、無呼吸事象と睡眠覚醒との両方を示している、個人の他

のセンサー波形と比べた、睡眠中の個人の指プローブ出力波形を例証している。

  図９はどのようにして指プローブ出力を、鬱血性心不全（ＣＨＦ）の検出のた

めの既知のデトレンディッド・フラクチュエーション分析（ＤＦＡ）方法に用い

ることができるかを示す散布図である。

  図１０はどのようにして指プローブ出力を、急速眼球運動（ＲＥＭ）段階睡眠
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の検出のための既知のＤＦＡ方法に用いることができるかを示す散布図である。

      【００１７】

好ましい実施態様の説明

  図１は、一般に２として示されている指プローブを含む前記ＰＣＴ出願に記載

されている装置に対応する装置を示している。指プローブ２は、シンブル形状の

エンドキャップ３０と、一般に８０として示されている空気系に連結された圧力

カフス４０とを備えており、この圧力カフス４０自体は、一般に９０として示さ

れているプロセシング系に連結されている。空気系８０は、一般に８５として示

されている空気配管系に連結された圧力源１０を含んでいる。この配管系は、管

７ａと４４ａとを含んでおり、これらの管は、この圧力源から指プローブ２およ

び電子ソレノイドバルブ１２および４６に圧力を送り出す。これらのバルブは、

あとで記載されるプロセッサー２３によって制御することができる。

      【００１８】

  空気系８０はさらに、源１０によって加えられた圧力を監視するための圧力変

換器１３と、指プローブチャンバの中の可変圧力と、バルブ１２と４６との間に

存在する一定圧力との差を測定する圧力差変換器１４とを含んでいる。任意には

空気管８５にはさらに、貯蔵器４７、４８、および４９が備えられていてもよい

。

      【００１９】

  プロセシング系９０は、Ａ／Ｄ変換器２２、プロセッサー２３、および一般に

モニター２４とアラーム２５として示されている監視装置を含んでいる。このプ

ロセシング系は、操作源１０とバルブ１２および４６のソレノイドを制御する役

割を担っており、検出された信号を処理して、解読可能な出力を生じる。

      【００２０】

  診断手順を実施するために、まずバルブ１２および４６が開き、指プローブの

チャンバ５および４３が排気されて、患者はこのプローブに指を挿入することが

できるようになる。ついで圧力が、動脈壁から負荷を取除き（ｕｎｌｏａｄ）、

かつ静脈鬱血を防ぐのに十分な圧力まで上げられる。源１０によって加えられた

圧力は、バルブ１２および４６の上流の圧力変換器１３によって測定される。好
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ましい実施態様において、空気区画室内の圧力は、自動的に７０ｍｍＨｇまで上

げられる。

      【００２１】

  この時点で、バルブ１２および４６は閉鎖され、したがって圧力差変換器１４

の右側チャンバの圧力は一定に維持される。他方で、変換器１４の左側チャンバ

の圧力は、指プローブ２のチャンバ５内部の圧力に応じて変わる。特に末梢血管

収縮の検出のためには、本発明の装置の目盛り定めは必要でない。それは、この

測定値が、テスト中に観察される患者自身のベースライン結果と匹敵しうるから

である。

      【００２２】

  動脈血圧脈波による被験者の指の容積の変化は、チャンバ５の膨張または収縮

、およびチャンバ５内の気体圧力の対応する減少または増加を生じる。チャンバ

５は、その入口７および管７ａを介して、空気配管８５に連結されている。しか

しながらバルブ１２が閉鎖されているので、圧力変化は、圧力差センサー１４の

左側チャンバのみに影響を及ぼす。圧力差センサー１４は、これらの圧力変化を

検出し、これらの圧力変化に対応する出力を生じる。

      【００２３】

  図１に示されているＡ／Ｄ変換器２２は、圧力変換器１３および１４のアナロ

グ出力を受取り、これらをＣＰＵプロセッサー２３に導入する前に、これらをデ

ジタル形態に転換する。プロセッサー２３は、測定された指容積（または光学密

度）を処理して、容積測定値の出力２４ａ、および／または時間に対する容積測

定値の変化の出力２４ｂを生じる。１つの測定値あるいは両方の測定値を、モニ

ター２４に表示し、同時にメモリーに記録することができる。

      【００２４】

  表示された出力２４が、末梢血管収縮を示す、測定された容積の変化を示して

いるならば、このことは、モニター２４を見ている観察者が直ちに分かるであろ

う。

      【００２５】

  信号のピークから谷までの振幅は、動脈脈拍の容積変化に一般に比例し、末梢
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血管収縮時に減少または減衰する。したがって図１のシステムが末梢血管収縮を

検出するために用いられる時、観察者は圧力の絶対値に対して、谷からピーク値

までの振幅の相対的変化に関心を抱くであろう。

      【００２６】

  前記のように、この指プローブは、この装置の近位（心臓）側において、エン

ドキャップ３０と共軸かつ隣接する環状圧力カフス４０を含むのが好ましい。こ

の圧力カフスの主な目的は、一定圧力場の境界線を感知プローブの境界を越えて

伸ばして、エッジ効果を防ぐことである。圧力カフスのチャンバ４３はまた、入

口４４を経た加圧気体で満たされている。しかしながらソレノイドバルブ４６は

、導管４４を変換器１４から隔離する。このようにしてカフス４０は、血圧波に

伴なう指容積変化の測定部位から、近位（心臓）方向にある距離だけ静圧場を伸

ばす。環状圧力カフス４０は、静脈止血帯として作用し、これはシンブル形状の

エンドキャップ３０において生じた圧力場と共に、指の遠位末端部（特に最も遠

位な指骨）における静脈鬱血を防ぐ。これはまた実質的に、制御されていない静

脈逆流を防ぐ。さらにこれは、指が心臓レベルにある時、指の遠位末端部におけ

る動脈の壁の緊張の負荷を部分的に取除くが、これらを閉塞しない。圧力カフス

における圧力は感知チャンバ３５、３６の圧力と異なることもあるが、これを超

えるべきではない。

      【００２７】

  図２は、同様に前記ＰＣＴ出願に記載されている装置を示している。これは、

光学密度の変化が直接感知され、測定されて、血圧波に伴なう指の変化の測定値

を生じるということ以外は、図１の装置と類似している。光学感知要素を除いて

、図２に例証されている指プローブは、図１に関して上に記載されているのと同

様に構成されている。理解を容易にするために、図２における指プローブは一般

に１０２として示されている。一般に図１において上に記載されている要素、特

に要素３、３ａ、３ｂ、４、４ｂ、５、６、および７に対応するそれの要素は、

同じ参照番号で識別されているが、ただし「１００」が付け加えられている。す

なわち、それぞれ要素１０３、１０３ａ、１０３ｂ、１０４、１０４ｂ、１０５

、１０６、および１０７である。図２における光学要素は、光源１１０、および
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光受容器１１１を含んでいる。

      【００２８】

  このようにして、図２に例証されている装置において、チャンバ１０５は、図

１に関して上に記載されているように、予め決定されている固定値まで加圧され

る。しかしながらこの場合、チャンバ１０５を画定している管状ダイアフラム１

０４には、一方の側に光源１１０が備えられ、反対側に光受容器１１１が備えら

れており、したがって管状ダイアフラム１０４内で受取られた指における脈拍の

血液容積変化は、光受容器１１１によって光学密度の変化として検出される。こ

の情報は、導体１１２を経て増幅器回路１１３へ送られ、ここでこれは増幅され

、濾過され、ついで上に記載されているようにプロセッサー（図１の２３）によ

る処理のためにＡ／Ｄ変換器（図１の２２）に送られる。

      【００２９】

  図２に例証されている配列において、測定部位、すなわち光源１１０および光

受容器１１１の位置は、この指の外側末端部の周りに均一に静圧場を加えるプロ

ーブ１０２の剛性ケーシング１０３の開放末端部のかなり内側にある。したがっ

て環状圧力カフス（図１の４０）を含める必要がない。しかしながら光源および

光収集器を、プローブ１０２の剛性ケーシングの開放末端部のより近くに配置す

ることが望ましいならば、環状カフス（図１の圧力カフス４０に対応するもの）

はまた、図２に例証されているシステムに用いられてもよい。

      【００３０】

  このような装置およびこれらの様々な修正例、並びに様々な医学的状態の診断

用装置の使用方法のさらなる詳細は、参照してここに組込まれている前記ＰＣＴ

出願に記載されている。

      【００３１】

  前記ＰＣＴ出願における説明は、主として血圧測定および心筋虚血の検出に集

中しているが、本発明の方法および装置は主として、被験者の様々な睡眠条件、

特に急速眼球運動（ＲＥＭ）睡眠段階、睡眠覚醒、睡眠無呼吸、睡眠呼吸低下、

上気道抵抗、周期的脚運動症候群、シェーン・ストークス呼吸、および鬱血性心

不全の監視を目的とする。
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      【００３２】

  睡眠の段階付け（ｓｔａｇｉｎｇ）、特にＲＥＭ（急速眼球運動）段階睡眠の

決定は、睡眠異常および多くのその他の状態の診断のための非常に重要なツール

である。ＲＥＭ睡眠中に、呼吸の制御の変更は、大幅に低下した化学感受性を伴

なって発生し、その結果として非常に不規則な呼吸パターンおよび血液酸素飽和

における最大の低下を生じる。

      【００３３】

  内因性鬱病、統合失調症、不安障害、強迫－強制障害、食事障害を含む多数の

感情障害において、並びにナルコレプシー、アルコール中毒、アルツハイマー病

、およびインポテンスにおいて、ＲＥＭ潜在性の変化が報告されている。ＲＥＭ

潜在性は、これらの状態の診断においてのみならず、治療法および継続管理にも

重要であるが、それは、これが患者の状態の感受性の高い指標であるからである

。

      【００３４】

  ＲＥＭ段階睡眠と、指プローブ出力信号の減衰との間に強い関連性が見られた

。この減衰は、先行のノンＲＥＭ期と比べてかなり大きい規模を有していた。プ

ローブ－出力信号と睡眠体測定（ｈｙｐｎｏｇｒａｍ）の時間的経過を示す３つ

の代表例が、第ＰＣＴ／ＩＬ９７／００２４９号の図２１において示された。指

－プローブ出力信号の振幅の減衰が、ＲＥＭ睡眠によって誘発されるのではなく

て、睡眠段階サイクルの最下点がＲＥＭ睡眠と一致するようにこのサイクルと同

時発生する、進行中のサイクルと関連しているように見えることに注目すること

が重要である。

      【００３５】

  現在、ＲＥＭ段階睡眠は、睡眠ポリグラフィーによって同定されているが、こ

れは非常に高価な装置、患者の多量の計器使用、および専門スタッフが必要であ

る。１つの単純化されたＲＥＭ検出器は、Ｈｏｂｓｏｎらの米国特許第４，８３

６，２１９号に開示されている「ナイトキャップ」であり、これは、ＲＥＭ睡眠

を検出するための２つのチャンネルの情報、すなわち体の動きと目の動きに依存

している。しかしながらこの方法は、患者にとって不快であり、かつ睡眠に有害
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でありうるかなり多量の計器使用が必要である。もう１つの特許装置（Ｌａｖｉ

ｅの米国特許第５，２８０，７９１号）は、心拍数変動方法を用いている。しか

しながらこの方法は、大変な労力が要る信号分析を必要とし、指プローブの出力

信号を利用する方法ほど信頼することができない。

      【００３６】

  前記プローブを用いるＲＥＭ検出は、現存の移動監視装置への非常に有用な付

加物になりうるであろう。それは、これが最小限の患者の計器使用で非常に費用

効果の高い方法で重要な情報を与えるからである。これは患者自身の家庭におけ

る集中的な長期間の継続管理を与えるために用いることができるであろう。この

ことは、睡眠研究所設定においてはロジスティック的に（ｌｏｇｉｓｔｉｃ）不

可能なものであろう。このプローブは、酸素飽和監視および移動無呼吸スクリー

ニングと組合わせて容易に用いることができるであろう。これは、睡眠研究の主

観的オペレーター評価、および研究所ベースの睡眠の段階付けに必要とされる専

門的で高価な器具類、例えばＥＥＧ、ＥＯＧ、およびＥＭＧ測定に依存する必要

を無くすことができるであろう。

      【００３７】

  図３は、これらのテストを実施するために用いることができる組立ての一例を

例証している。この例証されている組立てにおいて、指プローブ２０２（例えば

図１または図２において上に記載されている構成のもの）は、アナログ－デジタ

ル変換器２０３を介して、プロセッサー２０４に１つの入力を供給する。プロセ

ッサー２０４は、下記のものからの追加入力を含んでいる。すなわち、血液の酸

素飽和レベルを測定する脈拍酸素濃度計２０５から；睡眠－覚醒検出器として用

いられる活動記録装置２０６から；および睡眠中の患者の鼻－口空気流を測定す

る鼻－口空気流センサー２０７、例えばサーミスターから；および患者のＥＣＧ

を記録するための少なくとも１つの単一心電図電極双極子からである。

      【００３８】

  前記入力は、モニター２０８、信号および／またはアラーム装置２０９、保存

装置２１０、後処理装置２１１への出力を生じるプロセッサー２０４によって処

理される。
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      【００３９】

  図４は、通常の睡眠ポリグラフ３００を含むもう１つの組立てを例証している

。これは、このような装置に通常供給されるその他の入力３０３と共に、指プロ

ーブ３０２からの出力をこれらの入力の１つとして含んでいる。

      【００４０】

  選りすぐりの睡眠研究所における高度に制御された多くの睡眠研究の間、睡眠

中の覚醒を意味するアルファ波脳波活動の出現と、指プローブ信号の減衰との間

に、非常に強い関連性があることも発見された。この減衰は、実質的な規模を有

しており、これら２つの現象間に一貫した時間遅延を伴なうアルファ波活動の出

現と密接に結びついていた。

      【００４１】

  指プローブ信号およびこのようなアルファ波活動を伴なった患者のＥＥＧ信号

の時間的経過を示す代表例が、図５に示されている。これは、一連のＫ－アルフ

ァ事象の圧縮された記録を例証している。これらは典型的な微小覚醒であり、そ

れぞれが、アルファＥＥＧ活動の尾状部（ｔａｉｌ）とのＫ複合体から成ってい

る。これらの事象は、上気道抵抗症候群（ＵＡＲＳ）の顕著な特徴であり、した

がってＵＡＲＳを検出するために用いることができる。

      【００４２】

  指プローブ信号振幅の最大の減衰は常に、アルファ波の出現後に発生したこと

に注目することが重要である。したがってこの指プローブ信号も、ＵＡＲＳを検

出するために用いることができる。

      【００４３】

  ＥＥＧ信号のスペクトルに、同じ強力な時間的リンケージがはっきりと見られ

るが、これもまたアルファ活動のマーカーとしてみなすことができる。これは図

６に示されており、この図において、上部波形は、指プローブ出力信号エンベロ

ープであり、下部波形は、睡眠中の個人のＥＥＧスペクトルである。

      【００４４】

  アルファ活動と指プローブ出力との間の経時的な非常に一貫したリンケージに

加えて、指プローブ出力の減衰が、ピークアルファ活動の数ミリ秒後、その最下
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点（谷）に達することが分かった。このようにして、アルファ活動は、最下点減

衰を先導する。この遅延は、非常に多数の患者および正常な人に一貫して見られ

、したがってこれもまた、ＵＡＲＳを示すものとして用いることができる。

      【００４５】

  診断的有意性のもう１つの発見は、周期的脚運動症候群（ＰＬＭＳ）に関連し

た覚醒と、睡眠中の障害呼吸事象に関連した覚醒とを、プローブ信号減衰事象間

の時間間隔に基づいて区別することができるということである。例えばＰＬＭＳ

におけるプローブ信号減衰事象間の平均時間間隔は、２４．８秒であり、一方、

呼吸低下に関連した呼吸関連減衰事象は、３４．１秒の平均間隔を有していた。

減衰間の間隔に基づいた場合、約８５％という非常に高い程度の感受性で、非呼

吸関連事象と呼吸関連事象とを区別することができる。

      【００４６】

  指プローブによる短時間の覚醒の検出は、現存の移動監視装置への非常に有用

な付加物になりうるであろうが、それは、これが、最小限の患者の計器使用で費

用効果の高い方法で重要な情報を与えるからである。さらには現存の睡眠研究所

の記録に指プローブ信号を加えることによって、短時間の覚醒の迅速な同定を補

助することができる。このようなプローブはまた、睡眠研究所の設定ではロジス

ティック的に不可能であろうような、患者自身の家庭における集中的な長期間の

継続管理を与えるために、並びに治療の有効性を評価する手段として用いること

ができるであろう。

      【００４７】

  図３または４に例証されているように、睡眠ポリグラフ装置への入力を与える

ためのプローブを付け加えることによって、このプローブを、無呼吸スクリーニ

ングに現在用いられている呼吸指標、例えば口－鼻空気流および脈拍酸素濃度計

と組合わせて容易に用いることができる。このような装置によって、閉塞的睡眠

障害呼吸、あるいは非閉塞的睡眠障害呼吸障害に関連した覚醒、あるいは周期的

脚運動症候群（ＰＬＭＳ）において発生する覚醒のような睡眠からの覚醒の間の

示差診断をよりよく行なうことができる。一般的に言えば、このようなプローブ

によって、ＵＡＲＳ、および覚醒を伴なうその他の呼吸および非呼吸状態が、睡
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眠研究所の環境下、並びに現代の睡眠無呼吸移動スクリーニング方法がこの条件

を検出することができないであろうような環境下の両方において、同定可能にな

る。同様に、ＥＥＧベースの通常の覚醒評点は、非皮質覚醒に対して不感受性で

あり、評点間および評点内での変動が大きい。睡眠ポリグラフィーに対する信号

に対して示唆された追加信号の分析は、このような変動性を伴なわずに容易に自

動的に行なうことができ、既に記載されているように、非皮質指標を有する覚醒

の検出を加えることができる。

      【００４８】

  前記睡眠関連呼吸障害に加えて、本質的には閉塞性でなく、実際には睡眠中の

呼吸の異常な中枢神経系の制御に関連している異なった種類の呼吸障害が存在す

る。プローブ出力とアルファ波間の相関係、並びにプローブ出力と酸素飽和の変

動との間の相関係は、無呼吸の種類、並びに関連する血行力学的変化についての

重要な情報を与えうる。

      【００４９】

  例えば「シェーン・ストークス呼吸」として知られている特徴的な断続呼吸パ

ターンは、進行した鬱血性心不全を患っている患者に発生する。この状態におい

て、患者の呼吸は、クレッシェンドとデクレッシェンドの交互呼吸パターンから

成っているという点において顕著である。この呼吸パターンの存在は、記載され

ている指プローブによって検出することができる。それは、指－プローブ信号の

振幅において周期的呼吸と周期的変化との間に、顕著な一致が見られたからであ

る。これの一例は図７に示されている。

      【００５０】

  プローブ出力信号、および血液の酸素飽和レベルがこの状態で考察される時、

プローブの出力信号の最下点が、血液酸素飽和レベルの最下点と一致するような

個人もあるが、一方、これがピーク値と一致するような個人もある。これらの差

は、蓄積する呼吸負荷（ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ  ｄｅｂｔ）に応えた交感神経

活動の周期的活性化に関連しうる。プローブ出力信号は、ある場合には呼吸クレ

ッシェンド相の開始の時に減衰を開始し、一方、またある場合には、プローブ出

力信号は、おそらくは換気の改良での心臓機能の改良に関連した、クレッシェン
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ド呼吸相の開始と共に振幅の増加を開始するだけであることもある。

      【００５１】

  プローブ出力信号はまた、主として障害呼吸の１つの状態であるものへの循環

器応答に基づいた睡眠における障害呼吸を検出する上で非常に効果的であること

も発見された。例えば無呼吸は短時間の覚醒となって終了することが知られてお

り、これは頻脈および交感活性化を示唆する血圧の上昇を伴なう（Ｍｏｒｇａｎ

、Ｃｒａｂｔｒｅｅ、Ｐｕｌｅｏら、１９９６；ＰｉｔｓｏｎおよびＳｔｒａｄ

ｌｉｎｇ、１９９８）。

      【００５２】

  このようにして病状の最も悪化した睡眠無呼吸症候群の患者において脈波を監

視するためのプローブの使用によって、無呼吸の終了は、脈波振幅の顕著な減衰

、および通常は脈拍数の増加の証拠を伴なっていることが明らかになった。これ

らの減衰は、再呼吸相と一致し、関連する脳波の覚醒活動との一定の相関係を維

持した。最大の血管収縮は、覚醒の最初の徴候に対して約７秒だけ遅延すること

が分かった

      【００５３】

  ひどい睡眠無呼吸症候群の患者の約１０％において、睡眠中に脈波を監視する

ための指プローブの使用は、異なる臨床像を明らかにした。プローブ出力におけ

る覚醒関連減衰に加えて、これらの患者においては、プローブ出力は同様に、無

呼吸の当初段階中に大幅に減衰した。

      【００５４】

  これは図８ａおよび８ｂに例が示されているが、これらの図は、各無呼吸が１

つの減衰ではなく２つの減衰を伴なっていることを示している。第一減衰は、無

呼吸の開始を伴なっており、第二の減衰は、無呼吸の最後に覚醒応答を伴なって

いた。

      【００５５】

  図８ａにおいて、大きい矢印は、無呼吸期間を伴なうプローブ信号減衰の期間

を示している。小さい方の矢印は、短時間の覚醒を伴なうプローブ振幅における

減衰を示している。これらはまた、空気流の再生および脈拍数の増加も伴なって
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いる。これは図８ｂのＥＣＧ記録にはっきりと見ることができる。この図におい

て、個々のＥＣＧ信号間の距離は顕著に、より小さい。脈拍数の同様な変化が、

プローブ信号にも見られる。

      【００５６】

  図８ｂにおいて、プローブ減衰は、無呼吸の終了時、並びに図８ａにおいての

ような無呼吸の３つの期間の各々の間に発生することが観察される。１つのこの

ような無呼吸の間に、動脈血圧の明確な低下が見られた（黒で示されている区域

）。

      【００５７】

  プローブ信号の減衰が、無呼吸の終了時、短時間の覚醒中に発生する時（グレ

ーの区域）、脈拍数の増加および血圧の大きい上昇も発生することがはっきりと

分かる。このような時点でのプローブ信号の減衰は、血管抵抗の増加を反映し、

これは血圧の上昇を伴なう。

      【００５８】

  血圧、血管抵抗、および心拍出量の関係を、オームの方程式におけるそれぞれ

電圧、抵抗、および電流と類似しているものとみなすことができる。したがって

心拍出量は、血圧と血管抵抗との比に比例する。したがってプローブ信号の減衰

において示されているような血圧の増加および血管抵抗の増加は、心拍出量にお

ける変化がみられない時に発生しうるであろう。

      【００５９】

  この状況に対して、血圧の増加を伴なわないプローブ信号の減少は、心拍出量

の低下を示すであろう。血圧低下を伴なうプローブ信号の低下は（図８ｂに見ら

れるように）、心拍出量におけるさらに大きい実質的減少を反映するであろう。

      【００６０】

  プローブ振幅の変化が、体温調節作用またはその他の局部的調節作用と関連す

るであろうということは、ありそうにない。それは、これらの持続期間および反

復性が、無呼吸サイクルとマッチしているからである。ＥＣＧ特徴、例えばＱＲ

Ｓ複合体またはＲ波の出現と、脈波の特徴、例えば上昇運動のピークまたは開始

との間の時間間隔を、血圧の代用物であると知られている脈拍過渡時間（ＰＴＴ
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）の指標として用いることができる。プローブ信号減衰のエピソードの間のＰＴ

Ｔと介在期間とを比較することによって、血圧の上昇を伴なう減衰エピソードと

、血圧の上昇を伴なわない減衰エピソードとを区別することが可能であろう。

      【００６１】

  デトレンディッド・フラクチュエーション分析（Ｄｅｔｒｅｎｄｅｄ  Ｆｌｕ

ｃｔｕａｔｉｏｎ  Ａｎａｌｙｓｉｓ）（ＤＦＡ）方法は、ＥＣＧ心拍数脈拍に

ついての、脈拍から脈拍（ｂｅａｔ－ｂｅａｔ）までの変動を特徴決定するため

の既知の方法である（Ｐｅｎｇ  Ｃ－Ｋ、Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ  ＪＭ、Ｇｏｌｄ

ｂｅｒｇｅｒ  ＡＬ、「神経制御におけるフラクタルメカニズム：健康および病

気におけるヒトの心拍および歩行の動力学（Ｆｒａｃｔａｌ  ｍｅｃｈａｎｉｓ

ｍｓ  ｉｎ  ｎｅｕｒａｌ  ｃｏｎｔｒｏｌ：Ｈｕｍａｎ  ｈｅａｒｔｂｅａｔ

  ａｎｄ  ｇａｉｔ  ｄｙｎａｍｉｃｓ  ｉｎ  ｈｅａｌｔｈ  ａｎｄ  ｄｉｓ

ｅａｓｅ）」；Ｗａｌｌｅｃｚｅｋ  Ｊ，ｅｄ．「非線状動力学、自主的組織化

、および生物医学（Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ  Ｄｙｎａｍｉｃｓ，Ｓｅｌｆ－Ｏｒｇ

ａｎｉｚａｔｉｏｎ，ａｎｄ  Ｂｉｏｍｅｄｉｃｉｎｅ）」、Ｃａｍｂｒｉｄｇ

ｅ：Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ  Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ  Ｐｒｅｓｓ，１９９９）。こ

のＤＮＡ方法は、ほかの文献にも記載されている（Ｃ．－Ｋ．Ｐｅｎｇ、Ｓ．Ｖ

．Ｂｕｌｄｙｒｅｖ、Ｓ．Ｈａｖｌｉｎ、Ｍ．Ｓｉｍｏｎｓ、Ｈ．Ｅ．Ｓｔａｎ

ｌｅｙ、およびＡ．Ｌ．Ｇｏｌｄｂｅｒｇｅｒ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｅ４９、１

６８５（１９９４））。この方法によって与えられたアルファ値は、変動性に関

連した指標を表わしている。

      【００６２】

  前記指プローブによって出力された信号にＤＦＡ方法を適用することによって

、脈動から脈動までの脈波振幅における変動および脈拍期間のどちらも、ＣＨＦ

の検出に用いることができること（ＤＦＡ方法の結果であるスケーリングアルフ

ァベキ指数アルファ（ｓｃａｌｉｎｇ  ａｌｐｈａ  ｅｘｐｏｎｅｎｔ  ａｌｐ

ｈａ）を用いて）、および診断成績は、時系列の振幅および期間の両方に適用さ

れる両方のＤＦＡ結果を用いた時に改良することができることが証明された。

      【００６３】
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  図９は、ＣＨＦ患者（星印）および正常な被験者（丸印）について振幅のアル

ファ値に対してプロットされた脈動間の期間（脈拍数ＰＲ）のアルファ値を示す

散布図である。ＣＨＦと正常集団との分離は、両方の値が考慮される時に増強さ

れることが分かる。

      【００６４】

  ６４人の被験者（３０人の正常な人、３４人のＣＨＦ患者）がこの研究に参加

した。ＣＨＦ患者の検出方法の範囲作業点（ｒａｎｇｅ  ｗｏｒｋｉｎｇ  ｐｏ

ｉｎｔｓ）における感受性および特異性を規定する受容者操作特徴（ｒｅｃｅｉ

ｖｅｒ  ｏｐｅｒａｔｉｎｇ  ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ）についての曲

線値下の区域が、下記表１に挙げられている。同様に対応ｐ値も挙げられてる。

      【００６５】

【表１】

      【００６６】

  ＤＦＡはまた以前に、ＥＣＧ記録においてＲＥＭ検出にも用いられていた（Ｂ

ｕｎｄｅ  Ａ．、Ｈａｖｌｉｎ  Ｓ．、Ｋａｎｔｅｌｈａｒｄｔ  Ｊ．Ｗ．、Ｐ

ｅｎｚｅｌ  Ｔ．、Ｐｅｔｅｒ  Ｊ．－Ｈ．Ｐｅｔｅｒ、およびＶｏｉｇｔ  Ｋ

．「睡眠中の心拍数変動における相関部位および非相関部位（Ｃｏｒｒｅｌａｔ

ｅｄ  ａｎｄ  ｕｎｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ  ｒｅｇｉｏｎｓ  ｉｎ  ｈｅａｒｔ

－ｒａｔｅ  ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓ  ｄｕｒｉｎｇ  ｓｌｅｅｐ）」、Ｐｈ

ｙｓｉｃａｌ  Ｒｅｖ  Ｌｅｔｔ  ２０００、Ｏｃｔ．２３；８５（１７）３７

３６－９））。

      【００６７】
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  指プローブによって出力された信号にＤＦＡ方法を適用することによって、脈

動から脈動までの脈波振幅における変動、あるいは脈拍期間を、ＤＦＡ方法の結

果である、スケーリング指数（アルファ）を用いて急速眼球運動（ＲＥＭ）の検

出に用いることができることが証明された。同様に、診断成績は、時系列のプロ

ーブ出力振幅（アルファＡｍｐ）および期間（アルファＰＲ）からの両方のＤＦ

Ａ結果の組合わされた結果を用いる時に改良することができることが証明された

。

      【００６８】

  ２５人の被験者がこの研究に参加した。各被験者の場合、最後のＲＥＭおよび

最後のＮＲＥＭ区分（少なくとも１５分のもの）が分析された。

      【００６９】

  各テストについてのＲＯＣ区域およびｐ－値が、下記表２に挙げられている。

      【００７０】

【表２】

      【００７１】

  図１０は、Ｎ（ノンＲＥＭ）およびＯ（ＲＥＭ）グループについてのアルファ

Ａｍｐに対してプロットされたアルファＰＲを示す散布図である。脈拍数アルフ

ァ値と、振幅アルファ値との両方の組合わせ使用の結果、どちらかの値単独によ

って与えられたものよりも、ＲＥＭ睡眠段階とノンＲＥＭ睡眠段階との間のより

良い分離を生じることは明白である。

      【００７２】

  既に指摘されているように、末梢動脈の緊張の変化として解釈される、末梢動
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脈床容積の変化を測定する図１および２の指プローブは、本発明にしたがって様

々な睡眠状態条件を検出する上で最良の結果を生じることが発見された。しかし

ながら、記載されている様々な睡眠状態条件の検出はまた、個人、例えば既にテ

ストされている人々の末梢血管床容積、特に末梢動脈床容積を測定する他の非侵

入性プローブの使用によっても実施することができること、および本発明のその

他の多くの変形、修正、および使用を実施することができることが分かるであろ

う。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  本発明を実施するために用いることができる装置の一形態を例証している。

    【図２】

  図１の装置に用いることができる光学センサーを含む、もう１つの指プローブ

を例証している。

    【図３】

  個人の睡眠状態中の様々な条件を監視するのに特に有用な、本発明にしたがっ

て構成された全体的装置の一形態を例証する構成図である。

    【図４】

  既知の睡眠ポリグラフ装置への１つの入力としての、本発明による指プローブ

の組込みを例証する構成図である。

    【図５】

  睡眠覚醒を示している個人のＥＥＧ波形と比べた、睡眠中の個人の指プローブ

出力波形を例証している。

    【図６】

  睡眠覚醒を示している、個人のＥＥＧスペクトルと比べた、睡眠中の個人の指

プローブ出力波形を例証している。

    【図７】

  シェーン・ストークス呼吸を示している、個人の呼吸パターンと比べた、睡眠

中の個人の指プローブ出力波形を例証している。

    【図８】
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  図８ａおよび８ｂは、無呼吸事象と睡眠覚醒との両方を示している、個人の他

のセンサー波形と比べた、睡眠中の個人の指プローブ出力波形を例証している。

    【図９】

  どのようにして指プローブ出力を、鬱血性心不全（ＣＨＦ）の検出のための既

知のデトレンディッド・フラクチュエーション分析（ＤＦＡ）方法に用いること

ができるかを示す散布図である。

    【図１０】

  どのようにして指プローブ出力を、急速眼球運動（ＲＥＭ）段階睡眠の検出の

ための既知のＤＦＡ方法に用いることができるかを示す分散図である。
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【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】

【図１０】
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【国際調査報告】
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